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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

２０２４（令和６）年５月２１日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に

招集された。  

 

１ 定例教育委員会議案案件  

第２１号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について 

第２２号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について 

第２３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について 

第２４号議案 ６月補正予算の要求について 

 

２ 出席委員  

高橋教育長 浅井委員 五藤委員 髙橋委員 青山委員 川松委員 武藤委員  

 

３ 欠席委員  

無  

 

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名  

森教育部長 平野教育部次長 福田総務課長 尾関学校教育課長 岸上学校給食課長 

白木生涯学習課長  

 

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名  

伊藤総務課専任課長 平山総務課課長補佐 遠藤総務課主査  

 

６ 傍聴者  

１名  

会 議 て ん 末  

 

高橋教育長（午後１時３０分着席、開会を宣言）  

ただ今から、５月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を髙橋委員

と五藤委員のお二人にお願いいたします。それでは、４月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。  

各委員  

異議ありません。  

高橋教育長  

ご異議がないようでございますので、４月の定例教育委員会の会議録について承認いた

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第２１号議案 一宮市教育委員会事務    

点検評価員の委嘱について、ご説明をお願いします。  

福田総務課長 

第２１号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について、別紙案を添えて教育

委員会の審議に付するものであります。提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関
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する法律第２６条に定める、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いての点検及び評価を行うにあたり、一宮市教育委員会事務点検評価員を委嘱するため、

本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  事務点検はどういった視点や手順で行われるのでしょうか。 

福田総務課長 

  各事業の担当課が、決められた事業評価シートを作成し、そのシートを委員に提出し評

価をいただくという流れになります。 

委員 

２名の方が１６年続けており、なかなか後任が見つからないとのことでしたが、評価委

員が変わり視点が変わることはいいことだと思いますので、来年は１人でも変わること

を期待します。 

委員 

  全体で４０ほどの事業があるとのことでしたが、具体的にどういった事業があり、今年

度はどの事業の事務点検を実施するのでしょうか。 

福田総務課長 

第７次一宮市総合計画にある事業の中で、教育委員会が担当する事業が４３事業あり、

４年に分けて毎年１０事業程度を対象としています。令和６年度は、学校教育課の肥満

予防研究推進委員会の設置事業や学校給食課の栄養指導・食育推進事業、生涯学習課の

公民館運営事業等が対象になります。 

委員 

委員は一宮市在住の方に限られているのでしょうか。対象となる範囲を近隣市へ広げれ

ば、後任として適任の方が見つかるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

福田総務課長 

  要件として一宮市在住とは決まっていませんので、今後検討していきたいと思います。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２１号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について原

案どおり可決いたします。続きまして、第２２号議案 一宮市学校教育推進会議委員の

委嘱について、ご説明をお願いします。 

尾関学校教育課長 

第２２号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員

会の審議に付するものでございます。提案理由は、一宮市における教育のあり方につい

ての提言を受けるため、一宮市学校教育推進会議設置要綱第３条の規定により、本案を

提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 
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高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  今回新任の方が何名かいらっしゃいますが、この方々は１年で交代になるのでしょうか。

その中で元新成人代表の若い方々は委員を続けていくことはできないのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  小中学校長会長や総合政策部長については役職に就いている間はお願いすることになり

ます。元新成人代表の２人については、こちらで１年の交代とは決めてはなく、本人が

辞退しなければ続けていただきたいと考えております。 

委員 

  教育を受けてからあまり時間が経っていない若い方の意見が必要ではないかと思います。

継続できない理由はどういったものでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  皆さん大学の３年生時に委員になられていますが、４年生になって就職の準備等で都合

が合わなくなることが多いです。 

委員 

  ２３年続けていただいている方々は令和６年度から８年度の推進プランの作成に携わっ

ていただいたので、令和８年度までは継続していただき、その３年の間に次の候補を考

えていただければと思います。 

委員 

  委員の方の人数は１３人に決まっているのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  人数の定員はありませんが、設置要綱の中で、学識経験者、教育関係者、関係行政担当、

その他、教育委員会が必要と認める者で組織することとなっております。 

委員 

  人数が決まっていないのであれば若い方を２人程度増やすことは可能なのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  予算の増加が伴いますので、その点を考慮しながら今後研究していきたいと思います。 

委員 

  新任の元新成人代表の方々の人選はどのように決めたのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  毎年元新成人代表の方の中から選出しておりますが、その中でもお二人は教育実習を行

う予定であったり、中学校で学習チューターをやっていたりして、教育に高い関心をお

持ちの方々として選出しました。 

委員 

  その方々が教員になった場合には学校教育推進会議委員を辞めることになるのでしょう

か。 

尾関学校教育課長 

  学校教育推進会議で定めた推進プランに沿って学校は活動していくことになりますので、

教員とは違う立場でご意見をいただく必要があり、委員を辞めていただくことになりま

す。 
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委員 

  保育園の保護者会長が新任となっていますが、この方も１年ごとに変わる予定でしょう

か。また、保育園の保護者でなくなったら、この方も交替になるのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  この方については、子どもが小学生や中学生になったとしても、保護者の立場としてで

きれば続けていただきたいと考えています。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２２号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について原案ど

おり可決いたします。続きまして、第２３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用に

ついて、ご説明をお願いします。 

尾関学校教育課長 

受付番号第１４号、第１６号、第１８号について後援内容説明。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  受付番号第１４号の代表の方は普段どのような仕事をしているのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  職種までは把握しておりませんが、会社員ではないかと思われます。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長  

全員賛成ですので、第２３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について、原案ど

おり可決いたします。続きまして第２４号議案 ６月補正予算の要求については、秘密

会として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

各委員 

承認いたします。 

 

秘密会による審議（原案どおり可決） 

 

高橋教育長  

以上をもちまして秘密会を終了し、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願いい

たします。 

 

 

報 告 事 項 
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福田総務課長 

一宮市教育委員会後援名義の使用許可について 

岸上学校給食課長 

  東浅井給食センターでの試食会について 

 

そ の 他 

 

福田総務課長 

  ６月・７月・８月・９月の定例教育委員会の日程について、令和６年度教育委員行政調

査の日程等について、愛知県市町村教育委員会連合会総会・研修会の日程について、総

合教育会議について  

 

閉 会 宣 言 

 

高橋教育長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。 
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

委   員 


